
定期試験に際しての注意事項 

 

例年、定期試験において様々なトラブルが起きています。試験に際しては次のようないくつかのルールがあります。

事前に確認し、試験に備えてください。なお、試験を受ける際には、試験監督の指示に従ってください。 

 

■ 登録していない科目の受験 

未登録の科目を受験しても、その結果は無効です。試験に際しては必ず自分の登録した科目を確認の上、受験する

ようにしてください。 

特に、同じ科目名でも複数の教員が担当している授業は、担当教員名に間違いがないか、必ず確認してください。 

■ 退室許可と遅刻の場合の取り扱い 

交通機関の乱れ･遅延を想定し、早めに家を出て、試験開始１５分前には入室するよう心掛けてください。 

遅刻の取り扱いについては、掲示、「履修の手引き」、「定期試験当日の電車遅延について」を試験前に必ず確認して

おいてください。 

■ 追試験について 

病気その他やむを得ない理由により受験できなかった場合、追試験該当科目に限り追試験を行います。 

詳細は「履修の手引き」に掲載していますので、確認の上、該当する場合は受付期間内に経営学部窓口で相談・届出

を完了してください。ただし証明書の提出によって無条件に受験できるとは限りません。あらかじめ欠席が予想される

場合は、経営学部窓口で必ず確認してください。 

■ 不正行為（カンニング等） 

例年、不正行為やこれと紛らわしい行為が報告されています。また、こうしたことに対する学生からの苦情も届いてい

ます。不正行為の結果は、その科目が無効となり（場合によっては全受験科目が無効となります）、停学といった処分

を伴うことになります（「履修の手引き」不正行為に対する措置を参照）。 

不正行為は絶対に行わないようにしてください。また、答案用紙の持ち帰りも不正行為になりますので、白紙でも必ず

提出してから退室してください。 

■ 席の並び方 

席は最前列に沿って真っ直ぐに並ぶことになっています。また、となりの人とはひとつ席を離して並ぶことになっていま

す。試験監督から座席の指示があった場合は、速やかに移動してください。  

■ 学生証 

試験を受けるためには学生証の提示が必要です。忘れないように注意するとともに、机の通路側に、ケースから出し

て写真面を表にして置いてください。 

万一、学生証を忘れた場合は５８年館１階文学部担当窓口（経営学部窓口ではありません）で「仮受験許可証」の交

付を受けてください。 

紛失している場合は、速やかに警察に届け出たのち、経営学部窓口で再発行の手続きを取ってください。  

■ スマートフォン・携帯電話・PHS・タブレット・ウェアラブル端末等 

スマートフォン・携帯電話・PHS・タブレット・ウェアラブル端末等通信機器の使用は禁止しますので、電源を切り、鞄等

に必ずしまってください。 

時計、電卓の代用品として使用することもできませんので注意してください。 

 



■ 電卓の使用について 

パソコン、電子辞書、携帯電話など、その他計算機以外の機能がついた電子機器は、電卓として使用できません。 

また、試験時に電卓を忘れても、電卓の貸出は大学で一切行っていませんので、電卓を使用する試験に該当している

人は、忘れないように注意してください。 

■ その他 

試験実施前に履修の手引き 学部-(７９)頁以降「試験について」を一読しておいてください。    

 

 

試験等における不正行為の処分基準 

 

定期試験（それに相当する授業内試験を含む）における不正行為 

不正行為様態 処分内容 

① 計画性の弱い、または偶発的な不正行為 

例： 

ａ．他人の答案の覗き見 

ｂ．問題・答案用紙配布後の話し合い 

ｃ．参照可の資料等の貸借 

ｄ．不審な挙動を注意した監督者の指示に従わない 

ｅ．答案の持ち帰り 

 

○厳重注意、譴責または１カ月未満の停学 

○当該科目は無効（Ｅ評価） 

 

② 計画性が強い、または意図的な不正行為 

例： 

ａ．参照不可の試験でカンニングペーパー使用 

ｂ． 〃       机上への書き込み 

ｃ． 〃       テキスト・ノート等の閲覧 

ｄ．参照可の試験で許可されたもの以外の参照・使用 

ｅ．許可されていない機器（携帯電話・スマートフォ

ン等）の持ち込み、使用。 

ｆ．答案用紙の交換（行為の態様により③の受験依頼

に該当） 

ｇ．組織的なカンニング行為 

 

○停学１カ月以上３カ月未満 

○当該科目は無効（Ｅ評価）に加え、原則と

して当該学期全履修科目の受験を無効

（Ｅ評価） 

 

③ 受験依頼（いわゆる替え玉受験） 

例： 

ａ．依頼された他人が本人になりすまして受験（本人

の学生証使用） 

ｂ．答案提出直前に依頼した学生の氏名に書き換えて

提出 

 

○停学３カ月以上６カ月未満または無期停

学 

○当該学期全履修科目の単位を無効（Ｅ評

価） 

 

※上記③に関し、依頼を受けて受験行為を行った者も学則上の処分の対象となりうる。 

 以上 


